
知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

１ 全般的事項

①本事業は、公有水面の埋立てにより、大規模コ
ンテナふ頭や危険物取扱施設用地を確保するも
のであり、埋立てに当たっては、大阪市の公共事
業から発生する浚渫土砂や陸上残土を埋立用材
として用いるとともに、廃棄物最終処分場を建設し
大阪湾圏域の広域処理対象区域において生じた
廃棄物等を受け入れ、廃棄物の適正な処分と良
好な都市環境の保全に資するものとしている。

  大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処
分場建設事業は、港湾計画での地形を縮小して
事業化を図るとともに、新島周囲の護岸は傾斜護
岸の採用や、浅場の設置を行い、多様な生物の
生息空間の創出を図ります。また、埠頭部分を含
む直立護岸は、海水の鉛直混合を促進する構造
の検討を行い、海水底層の貧酸素状態の改善に
努めます。さらに、新島南防波堤については透過
型構造を採用することとしています。

 大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場
建設事業は、港湾計画での地形を縮小して事業化を
図るとともに、護岸の西側水際線及び北側水際線とな
る部分は傾斜護岸等を採用して、多様な生物の生息
空間である浅場の創出を図っています。
 なお、埠頭部分を含む直立護岸については、海水
の鉛直混合を促進する構造の検討を行いましたが、
実用的な技術が存在せず、採用には至りませんでし
た。新島南防波堤については、具体的な設計に至っ
ていませんが、透過型構造に関する情報収集等を
行っていきます。

  しかしながら、大阪港新島地区埋立事業計画
地及びその周辺海域は、「瀬戸内海環境保全臨
時措置法第13条第１項の埋立てについての規定
の運用に関する基本方針」に基づき厳に埋立てを
抑制すべき海域であるとともに、大阪湾の水生生
物の生活史の初期の段階において非常に重要な
海域である。この海域における水質は、現状でも
ＣＯＤ等の環境基準を十分に満足しているとはい
えず、当該事業による将来水質予測結果による
と、水生生物にとって大きな影響を与える溶存酸
素濃度がさらに低下するとされている。

  これらのことから、埋立地の存在による環境への
著しい影響はないと考えていますが、海水の流れ
や水質、さらに環境の変化による影響を受けやす
いと言われている水生生物への影響に関して、慎
重に対応するため、埋立工事による水生生物等
の影響について、工事着手の概ね１年前から実
施する調査を含め環境の状況を適切に監視しな
がら工事を実施します。また、護岸建設におい
て、大阪市の施工区域については、段階的に行
い、次の段階に進む前に海水の流れ、水質及び
水生生物への影響について検討を行い、慎重に
事業を進めます。なお、これらの調査やその検討
については、関係機関の意見を聞きながら進め、
その結果については、適宜公開します。

 環境監視としては、平成13年10月に作成・公表した
事後調査計画書(平成25年7月改訂)に基づき、護岸
建設工事中・埋立中の事後調査を実施しています。
平成20年度は廃棄物等受入開始の概ね１年前となる
ことから、廃棄物等受入前の状況を把握するための
調査を併せて実施しました。
 また、大阪市の施工区域については、２－１区護岸
概成後に、海水の流れ、水質及び水生生物への影響
について検討を行い、２－２区の護岸工事を実施する
こととしています。
 
 

  一方、広域処分場の整備の必要性は認められ
るとしても、埋立用材としての廃棄物については
大きめの予測となっており、また、将来の港湾整
備の必要性について理解できるとしても、この港
湾整備により埋立用材としての浚渫土砂の発生を
余儀なくされているきらいがある。

  また、当該事業の実施により周辺環境への著し
い影響が見られた場合は、適切な対策を検討し、
実施します。
  なお、広域処分場については、関係機関等に
廃棄物の発生抑制・減量化を要請するなど、その
延命化に努めます。

 事後調査の結果、当該事業の実施による周辺環境
への著しい影響は見られませんでした。
  なお、広域処分場については、廃棄物の発生抑
制・減量化の推進を考慮し、埋立期間を令和14年ま
での24年間とするなど、平成30年3月に基本計画を見
直しました。
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  このため、事業者においては、事業実施までの
間に大阪府環境影響評価審査会の埋立用材、水
質、海域生態系等に関する検討結果を踏まえて、
事業計画について精査することが必要である。そ
の上で、事業者間において、事業計画について
十分な協議を行い、たとえば建設工事を段階的
に施工すること等により、海水の流れや水質、とり
わけ急激な環境変化による影響を受けやすい水
生生物への影響を見極めながら慎重に事業を進
めるベきであると考える。また、段階的施工による
事業の実施に当たっては、予め関係機関と十分
協議しながら環境保全上著しい影響を及ぼすこと
のないよう施工手順を定めるとともに、工事着手前
から適切な調査を実施し、関係機関の意見も聞き
ながらレビューを行い、その結果を公開する必要
がある。さらに、これにより事業に伴う環境影響が
明らかとなった場合には、事業の中断を含めた適
切な措置を講じることが必要である。

  さらに、大阪府環境基本条例第５条の趣旨をふ
まえ、豊かな環境の保全と創造に資するよう、その
事業活動に伴う環境への負荷の低減とその他必
要な環境保全対策を積極的に講じる必要があると
考えており、指摘事項についてそれぞれ以下記
載のとおり適切に対応します。

  また、事業者は大阪府環境基本条例第５条の
趣旨をふまえ、豊かな環境の保全と創造に資する
よう、その事業活動に伴う環境への負荷の低減そ
の他必要な環境対策を積極的に講じるべきであ
る。このため、別紙の事項について特段の配慮を
し、環境への影響を可能な限り軽減するよう努め
られたい。
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②法律・条例等の規制基準の遵守はもとより、準
備書に記載された環境保全対策の実施にとどまる
ことなく、環境保全技術、環境への負荷を低減す
る工法の開発動向に注意を払い、その時点にお
ける最新の技術、工法を採用する等により、大気
汚染、水質汚濁、海域生態系等の環境への負荷
を可能な限り軽減すること。

  法律・条例等の規制基準の遵守はもとより、本
評価書に記載した環境保全対策は確実に実施し
ます。
  さらに、環境保全技術や環境への負荷を低減
する工法の開発動向については、常に情報収集
に努め、その時点で実施可能な最新の技術、工
法を採用する等により、大気汚染、水質汚濁、海
域生態系等への負荷を可能な限り軽減します。

  工事の実施にあたっては、事前に管理目標値を設
けるとともに、工事へのフィードバック体制を整備した
うえで、事後調査を実施しています。また、護岸建設
工事中は、濁りによる周辺への影響を回避するため、
必要に応じて汚濁防止膜を展張します。さらに、可能
な限り低公害の機械等を選定して周辺への影響の低
減に努めています。

③瀬戸内海環境保全臨時措置法の埋立てにつ
いての規定の運用に関する基本方針（昭和49年５
月９日瀬戸内海環境保全審議会答申）に示され
ている事項について最大限の配慮をもって取り組
むこと。

  瀬戸内海環境保全臨時措置法の埋立てにつ
いての規定の運用に関する基本方針（昭和49年5
月9日瀬戸内海環境保全審議会答申）に示されて
いる事項については、以下に示す環境保全対策
を実施するなど最大限の配慮をもって取り組みま
す。
・傾斜護岸や浅場の設置による多様な水生生物
の生息空間の創出を図ります。
・底層の貧酸素状態の改善のため、鉛直護岸に
おける海水の鉛直混合を促進する構造の検討を
行い、その採用に努めます。
・新島南防波堤については、大阪港の海水交換
及び水質浄化に資する構造の検討を行い、その
採用に努めます。
・水質の浄化機能を持つ人工海浜の検討を行
い、その採用に努めます。

  多様な水生生物の生息空間の創出を図るため、護
岸の西側水際線及び北側水際線となる部分は傾斜
構造等を採用しています。
  鉛直護岸における海水の鉛直混合を促進する構
造の検討を行いましたが、実用的な技術が存在せ
ず、採用には至りませんでした。
  新島南防波堤については、具体的な設計に至って
いませんが、透過型構造に関する情報収集等を行っ
ていきます。
  また、水質の浄化機能を持つ人工海浜の検討も
行っていきます。
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④新島南防波堤については、引き続きその規模
及び構造について検討を行い、大阪港の海水交
換及び水質浄化に資する防波堤とすること。ま
た、岸壁については浄化型岸壁、護岸について
は浅場の形成等のミティゲーションの手法を取り
入れる等、環境改善に資するものとすること。
  なお、これらの環境改善対策の具体化に当たっ
ては、専門家の意見を踏まえて、実効性のある措
置内容を検討するとともに、位置、構造等に起因
して潮流を阻害する等の新たな環境影響がない
よう慎重に検討すること。

 新島南防波堤については、専門家の意見を聞
きながら、現地調査、実験及び数値計算を実施
し、海水交換及び水質改善に資するものとなるよ
う、規模や構造について十分検討を行った上で設
置することとします。
  また、ケーソン構造以外の護岸は、可能な限り
傾斜構造の採用や浅場を設置します。さらにケー
ソン護岸については、専門家の意見を踏まえて検
討を行い、海水の鉛直混合を促進する構造となる
ようにします。なお、今後、新島地区において計画
している人工海浜については、計画が具体化する
までに専門家とともに潮流の変化等環境への影
響についても詳細に検討を行い、周辺海域の環
境改善に資するものとします。

 新島南防波堤については具体的な設計に至ってい
ませんが、透過型構造に関する情報収集等を行って
いきます。

  鉛直護岸における海水の鉛直混合を促進する構
造について検討しましたが、実用的な技術は存在せ
ず、採用には至りませんでしたが、護岸の西側水際
線及び北側水際線となる部分は傾斜構造等を採用し
ています。
 
  人工海浜については、計画が具体化するまでに専
門家とともに潮流の変化等環境への影響についても
詳細に検討を行っていきます。

⑤周辺地域の環境保全のため、準備書に記載の
項目をはじめとする必要かつ十分な環境監視を
行うとともに、その結果を公開すること。
  また、監視結果については、他機関の実施して
いる環境調査に係る関係データと合わせて解析し
た上、予測値の検証、予測精度の向上に努めると
ともに、環境への影響が明らかになった場合に
は、関係機関とも協議の上、適切な措置を講じる
こと。

  環境監視については、大阪府環境影響評価条
例に基づき実施することとし、今後関係機関と協
議を行い、大気汚染、海水の流れ、水質汚濁等の
項目について、監視地点、頻度等の具体的内容
を定めた事後調査計画を策定して、着実に実施
し、その結果を公開します。
  また、事後調査計画や入手可能な他機関の環
境調査に係る関係データ等をもとに、予測値の検
証や予測精度の向上に努めるとともに、工事期間
中を含め、事業実施による影響が著しいことが明
らかになった場合は、関係機関と協議し適切な環
境保全対策を検討・実施します。

  平成13年10月に作成した事後調査計画書（平成25
年7月改訂)に基づき、護岸建設工事・埋立工事に関
わる事後調査として、大気質、水質、底質、騒音・低
周波空気振動、陸域生態系（鳥類）、海域生態系、貧
酸素の調査を、また平成20年度に廃棄物等受入前調
査として、水質、底質、悪臭の調査を実施し、事後調
査報告書として取りまとめ、大阪府環境影響評価条例
に基づき大阪府へ提出し、縦覧に供されています。
  事後調査にあたっては、予測値の検証等のための
データ収集に努めるとともに、事業実施による環境へ
の影響について調査を実施しましたが、 事業実施に
よる著しい影響は見られませんでした。

  とりわけ、工事期間中は適切な管理目標を定め
て環境監視を実施し、環境への影響が大きくなる
おそれがある時には、即時に工事にフィードバッ
クできる体制を整備すること。

  また、工事期間中は適切な管理目標を定めて
環境監視を実施し、環境への影響が大きくなるお
それがある時には、即時に工事にフィードバックで
きる体制の整備を行います。

  工事の実施にあたっては、事前に管理目標値を設
けるとともに、工事へのフィードバック体制の整備を行
いました。
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⑥連絡橋建設、防波堤の設置、ケーソンの製作に
当たっては、事業計画や工事計画が明確になっ
た段階で周辺地域への環境影響について詳細な
予測を行い、必要に応じ適切な環境保全対策を
講じること。

 臨港道路夢洲～新島連絡線、新島北防波堤及
び新島南防波堤の位置及び延長は、大阪港港湾
計画(平成９年３月)に位置付けられていますが、そ
れぞれの事業計画は確定しておらず、また、新島
地区の護岸工事に使用するケーソンの製作につ
いては、護岸工事発注後、請負者が製作場所の
適地を選定することになり、現時点では施工計画
は確定していません。したがって、それぞれの事
業が周辺環境へ及ぼす影響については、同道路
や同防波堤の事業計画及び護岸工事の工事計
画が明確になった段階で予測等を行い、関係機
関と協議の上、必要に応じて適切な環境保全対
策を講じます。

  ケーソン等の製作に伴い発生する資材等搬入車両
の走行による環境への影響を把握するための調査に
あたっては、関係機関と協議したうえで調査地点を決
定するとともに、事後調査計画書に基づき、運搬車両
が走行する主要走行ルートの一般交通量及び製作
ヤードに出入りする交通量の調査を実施し、本事業
による周辺環境への顕著な影響はないことを確認しま
した。
 なお、臨港道路夢洲～新島連絡線、新島北防波堤
及び新島南防波堤の事業計画の内容は未定です。

⑦廃棄物の輸送、搬入施設への搬入及び輸送船
への積込みにあたり、廃棄物が飛散・流出するこ
とにより大気質や水質、土壌などの汚染を引き起
こさないよう適切な対策を講じること。

 廃棄物の輸送、搬入施設への搬入及び輸送船
への積み込みにあたり、廃棄物が飛散・流出する
ことにより大気質や水質、土壌などの汚染を引き
起こさないよう次の対策を講じます。

  廃棄物の輸送、搬入施設への搬入及び輸送船へ
の積み込みにあたり、廃棄物が飛散・流出することに
より大気質や水質、土壌などの汚染を引き起こさない
よう次の対策を講じています。

①受入基準を設け、著しく飛散するおそれのある
ものは受け入れません。

①受入基準を設け、著しく飛散するおそれのあるもの
は受け入れていません。

②廃棄物輸送車両については、粉塵の飛散防止
のため乾燥状態のものについては、十分加湿を
行い、覆蓋を義務づけます。

②廃棄物輸送車両については、粉塵の飛散防止の
ため乾燥状態のものについては、十分加湿を行い、
覆蓋を義務づけています。

 ③廃棄物輸送船への積み込み施設は屋内構造と
し、船への投入シュートは海上への粉塵の飛散・
落下を防止するため、可動式のカーテンシートを
設置するとともに、開口部にはエアカーテン及び
集塵設備を設置します。また、廃棄物を一時保管
するストックヤードは屋内構造とし、ストックヤード
を含めた基地内は常時清掃・散水に努めます。

③廃棄物輸送船への積み込み施設は屋内構造とし、
船への投入シュートは海上への粉塵の飛散・落下を
防止するため、可動式のカーテンシートを設置すると
ともに、開口部にはエアカーテン及び集塵設備を設
置しています。また、廃棄物を一時保管するストック
ヤードは屋内構造とし、ストックヤードを含めた基地内
は常時清掃・散水を行っています。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

２ 交通量

①大阪湾湾奥部における新規埋立てを伴う港湾
土地利用の適正化を図るため、大阪湾内の各港
湾の適切な役割分担と効率的な物流形態の構築
について関係機関と協議・調整すること。

  国及び大阪湾内の関係各港湾管理者と協議会
の場などを通じて情報交換や協議などを行い、大
阪湾内の各港湾の適切な役割分担と効率的な物
流形態が構築できるよう努めます。

  大阪湾港湾連携推進協議会等において、国及び
大阪湾内の関係各港湾管理者と、大阪湾内の各港
湾の適切な役割分担と効率的な物流形態について
情報交換や協議を行っていきます。

②船舶隻数の将来推計については、基礎資料の
収集とより確度の高い推計方法の検討に努めるこ
と。また、港湾関連交通量の将来推計値について
は、新島地区の港湾施設供用後の適切な時期に
交通量の実態調査を行い、その妥当性を確認す
ること。

  船舶隻数の将来推計については、上位計画で
ある港湾計画に位置づけられたものであるが、基
礎資料の収集及び推計方法の確度の向上につ
いて検討に努めます。また、新島地区の将来交通
量については、関係機関と協力して、新島地区の
港湾施設供用後の適切な時期に実態調査を行
い、推計値の妥当性を確認します。

  船舶隻数の将来推計については、基礎資料の収
集及び推計方法の確度の向上について検討に努め
ていきます。
  また、新島地区の将来交通量に関しては、工事中
であり、埋立地を利用する段階に至っていないため、
交通量の実態調査は実施していません。

③貨物自動車の積載効率の向上による港湾関連
車両数の抑制、ごみ減量化による廃棄物輸送車
両数の抑制及び建設残土の減量化について関
係機関に働きかけることによる建設残土輸送車両
数の抑制など、事業関連車両による騒音や大気
汚染の影響を軽減するための可能な限りの措置
を講じること。
  さらに、事業関連交通量の実態把握を実施す
るとともに、必要に応じ周辺道路沿道の環境改善
のための諸施策の推進について関係機関に働き
かけること。

  事業関連車両の走行に伴う騒音や大気汚染の
影響を軽減するため、集約輸送による貨物自動
車の積載効率の向上や、建設残土の埋立処分量
の減量化について関係機関に働きかけます。ま
た、廃棄物輸送車両については、市町村や排出
事業者に積載効率の向上等輸送の合理化を依
頼するとともに、ごみ減量化についてパンフレット
等で啓発を行い、搬入車両数の抑制に努めるな
ど、騒音や大気汚染の影響を軽減するための措
置を講じます。
  また、関係機関と協力のうえ事業関連交通量の
実態を把握します。さらに、必要に応じて周辺道
路沿道における道路構造対策の実施など環境改
善のための諸施策の推進について、道路管理者
等の関係機関に働きかけます。

  廃棄物輸送車両については、市町村や排出事業
者に積載効率の向上等輸送の合理化を依頼するとと
もに、ごみ減量化についてパンフレット等で啓発を行
い、搬入車両数の抑制に努めるなど、騒音や大気汚
染の影響を軽減するための措置を講じています。
  また、事後調査計画書に基づく事後調査として廃
棄物搬入施設周辺の交通量を調査し、事業関連交
通量の実態を把握しています。

④廃棄物輸送車両による沿道地域への影響を可
能な限り軽減するため、車両台数等について地元
自治体と引き続き十分協議していくこと。

 廃棄物輸送車の運行については、沿道地域へ
の影響を可能な限り軽減するため、契約時に輸送
ルートを指定し、必要に応じて搬入時間帯の調整
を行います。また、車両台数等については、今後
とも地元自治体と十分協議を行っていきます。

  廃棄物輸送車の運行については、沿道地域への
影響を可能な限り軽減するため、契約時に輸送ルー
トを指定し、必要に応じて搬入時間帯の調整を行って
います。また、車両台数等については、今後とも地元
自治体と十分協議を行っていきます。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

３ 埋立用材

①廃棄物の発生抑制・減量化や建設発生土の再
利用をこれまで以上に促進するよう関係機関に働
きかけることにより、最終処分場の延命化を図るこ
と。また、港湾整備においては護岸・岸壁工事等
の際の浚渫土砂の可能な限りの発生抑制を行うと
ともに、浚渫土砂について海面埋立以外の有効
利用を積極的に検討することにより、埋立処分量
の抑制に努めること。

  廃棄物の発生抑制・減量化や建設発生土の再
利用等の施策を促進するよう、関係機関に要請す
るなど、可能な措置を講じることにより、最終処分
場の延命化に努めます。また、港湾整備における
護岸・岸壁築造については、浚渫土砂の発生量
を抑制できる工法を採用するとともに、浚渫土砂
の有効利用方法についても、研究開発に努め、
技術革新の動向を見据えながら、都市部におい
て有効に利用する技術が開発された場合は、そ
の技術の採用の検討を行い、積極的に浚渫土砂
の活用に努めます。

 処分場への搬入事業者に対し、廃棄物の減量化に
ついて啓発を行っています。なお、広域処分場につ
いては、廃棄物の発生抑制・減量化の推進を考慮
し、埋立期間を令和14年までの24年間とするなど、平
成30年3月に基本計画を見直しました。
  また、港湾整備における護岸・岸壁築造の際は、浚
渫土砂の発生量を抑制できる工法を採用し、浚渫土
砂の有効利用方法についての情報収集に努めてい
きます。

②廃棄物等については、今後の広域埋立処分場
での受入量の予測を適切に行うため、関係機関と
調整の上、定期的に発生・処理実態の把握に努
めること。

  廃棄物等については、今後の受入量の予測を
適切に行うために、関係機関の協力を得て、必要
に応じその発生・処理実態の把握に努めます。

  大阪湾広域臨海環境整備センターに廃棄物を搬
入している自治体に対し、廃棄物等の発生・処理状
況に関するアンケート調査を実施し、実態把握に努め
ています。

③海砂については、埋立工事での使用量の抑制
を図るとともに、海砂以外の代替用材の使用につ
いても積極的に検討すること。なお、海砂を輸入
する場合は、海砂に付着して持ち込まれる微生物
等が大阪湾の生態系に及ぼす影響について十分
な調査を行うこと。

  海砂は、護岸や埋立地内の地盤改良材として
使用する予定ですが、護岸構造の実施設計時に
は、海砂の使用量を極力抑制できるよう検討して
いくとともに、代替用材使用についても、今後品質
や供給可能性等の検討を行い、その活用に努め
ます。
  なお、海砂は新島地区の埋立工事を受注した
請負者が調達するものです。
  施工に先立って調達先並びに品質や粒径、有
害物質の含有、溶出の有無などを確認します。ま
た、輸入砂を使用する場合には、関係機関と協議
し、使用する海砂に含まれる生物種について適切
な調査を実施します。

  護岸構造の実施設計時には、代替用材使用につ
いて検討し、地盤改良工事（敷砂工、サンドコンパク
ション工）の一部で海砂に替えて砕砂を使用すること
により、海砂の使用量を極力抑制するよう努めまし
た。
  海砂等の使用にあたっては、調達先や品質、粒径､
並びに調達先ごとの有害物質の有無を事前に確認し
ます。
  なお、輸入砂については現在まで使用していませ
ん。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

４ 大気質

①停泊時の船舶からの大気汚染物質排出量を削
減するため、できるだけ陸上動力を使用する方法
を検討すること。また、コンテナ用運搬機械は、窒
素酸化物等の排出量の少ない機械を用いること。

  新島地区に停泊予定の５万トン級のコンテナ船
は、発電機及びボイラーを運転するため大量の重
油を使用していますが、陸上から電力を供給する
場合は、埠頭用地に大規模な電力供給施設が必
要となることや、国際航路である船舶の受電設備
は種々な仕様になっており、これに対応するため
の変電設備を整えなければならないことから、現
在のところ停泊時に陸上電力は使われていませ
ん。しかし、停泊時の陸上電力の使用は、大阪港
の大気環境の保全に資するものであることから、
今後の国際的な海運業界の情勢及び技術革新
の動向を見据えながら、陸上電力使用の検討を
行います。また、コンテナ用運搬機械のうち、ガン
トリークレーンについては、既に陸上電力を使用し
ていますが、トランステナ－及びストラドルキャリア
については、現在では、いわゆる低公害型の機種
が開発されていないものの、低公害型の機種が開
発された場合、荷役業者に同機種を採用するよう
積極的に要請します。

  工事中であり、船舶の停泊する段階に至っていま
せん。

②船舶からの大気汚染物質排出量削減のため、
船舶運航者に対し燃料の良質化等を図るよう要
請するなど、可能な限りの取組みを行うこと。また、
国に対して船舶からの大気汚染物質排出量の削
減対策が図られるよう積極的に求めていくこと。さ
らに、工事の平準化の検討を行うとともに、工事用
船舶への良質燃料の使用など各種の環境保全対
策を講じること。

  船舶からの大気汚染物質排出量削減のため、
大阪港に入出港する船舶の運航者等に対し、燃
料の低硫黄化などを要請します。また、船舶から
の大気汚染物質排出量の削減対策が図られるよ
う、関係機関の協力を得て国に対して積極的に働
きかけていきます。さらに、埋立工事については、
工事契約に先立ち工事用船舶への低硫黄燃料
の使用や作業工程を平準化するなど、できる限り
の環境保全対策を指導し、大気環境への影響の
軽減を図ります。

  工事中であり、船舶の入港する段階に至っていま
せん。
  工事用船舶については、工事請負業者に対し、低
硫黄燃料の使用や作業工程の平準化を指導してい
ます。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

③工事中及び供用後は、一般環境及び沿道環境
において二酸化窒素や浮遊粒子状物質などの大
気汚染物質の環境監視を継続的に行い、環境影
響の把握に努めること。

  工事中は一般地域、供用後は一般地域及び道
路沿道において二酸化窒素や浮遊粒子状物質
などの大気汚染物質の環境監視を行い、環境影
響の把握に努めます。なお、環境監視の地点、頻
度及び期間等の詳細については、関係機関と協
議して事後調査計画を策定します。

  関係機関と協議して事後調査計画を策定し、大気
汚染については大阪市環境局所管の南港中央公園
局の測定値をもって監視しています。監視の結果か
ら、本事業による大気への影響は小さいと考えられま
す。

④危険物取扱施設の設置に当たっては、今後の
法令による規制の動向を踏まえ、炭化水素類や
有害大気汚染物質の排出抑制対策について関
連事業者を適切に指導すること。

 危険物取扱事業者に対して、用地譲渡契約の
際などにおいて、今後の法令による規制の遵守は
もとより、炭化水素類や有害大気汚染物質の排出
抑制を図るなど、十分な環境保全対策の実施を
要請します。

 工事中であり、埋立地利用の段階に至っていませ
ん。

⑤道路沿道への大気汚染等の影響を最小限にと
どめるとともに、埋立地からの排出量を低減させる
ため、事業者においては、環境管理のための計
画を作成し、率先して低公害車、指定低ＮＯx 車
の導入を図るとともに、埋立地関連事業者に対し
低公害車、指定低ＮＯx車の導入及び貨物自動
車の積載効率の向上を求めていくこと。
 また、事業者や関連事業者への低公害車の導
入の推進のため、島内にＣＮＧ（圧縮天然ガス）ス
タンド等の施設を設置するなどインフラ整備に努
めること。

  物流における海運利用を推進することによっ
て、自動車発生交通量の削減に努めるとともに、
国や関係機関と連携し、新島地区で多く利用され
る貨物自動車の低公害化の推進や積載効率の向
上を物流事業者に要請します。
  また、低公害車の導入の推進のため、新島地
区におけるＣＮＧスタンドの設置等インフラ整備に
ついても、ＣＮＧ車の開発状況等を踏まえて積極
的に検討して行きます。さらに、「大阪市自動車公
害防止計画」の趣旨を踏まえ、率先して公用車へ
の低公害車、指定低ＮＯｘ車の導入を図ってお
り、今後も継続してその導入に努めます。
  なお、これらの環境保全のための対策について
は、環境管理計画を作成し、計画的に推進してい
きます。

  工事中であり、埋立地利用関連の自動車交通発生
の段階に至っていません。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

⑥公共交通機関の整備が図られるよう関係機関
に働きかけること。

  新島地区で整備される可能性の高い公共交通
機関としては、路線バスが考えられますが、事業
者として道路沿道への大気汚染等の影響を最小
限にとどめるため、適切な時期に公共交通機関の
整備が図られるよう関係機関に働きかけます。

  工事中であり、埋立地利用の段階に至っていませ
ん。

⑦廃棄物輸送車両や建設残土輸送車両による沿
道環境への影響を可能な限り低減させるため、低
公害車、指定低ＮＯx 車の導入を計画的に推進
するよう関係市町村や搬入関連事業者に働きか
けること。

  廃棄物搬入施設への輸送にあたっては、搬入
ルートの指定、搬入時間の調整を行うなど、廃棄
物搬入施設周辺地域の環境保全に対しては十分
な配慮を行っていますが、さらに沿道環境への影
響を低減させるため、低公害車、指定低ＮＯx 車
及び最新規制適合車の導入を計画的に推進する
よう関係者に要請するとともに、その導入状況の
把握に努めます。また、南港残土中継基地への
輸送にあたっては、建設残土輸送車両の走行に
伴う沿道環境への影響を可能な限り低減させるた
め、陸上残土発生者に、走行速度の遵守や輸送
車両台数の分散化の計画を立てるなどの環境配
慮や、低公害車、指定低ＮＯx 車及び最新規制
適合車の導入を計画的に推進するよう要請しま
す。

 廃棄物搬入施設等への輸送にあたっては、関係法
令等を遵守するとともに、低公害車の導入に努めるよ
う、関係市町村や搬入関連事業者に周知・要請して
います。
 平成25年末より南港残土中継基地は休止していま
す。

５ 水 象

①事業の詳細が確定した段階で、波浪・高潮・津
波の発生が周辺に及ぼす影響についてより詳細
な予測を行い、近接する港湾及び河川等の管理
者と十分に協議を行うこと。

  新島地区埋立計画については、港湾計画改訂
時に、関係機関との協議を経て港湾計画に位置
づけているが、波浪・高潮・津波の発生が周辺に
及ぼす影響については、事業の詳細が確定した
段階で、詳細な予測を行い、近接する港湾及び
河川管理者と十分に協議を行います。

  新島の護岸については、高潮等を考慮して設計さ
れており、津波等の発生による周辺への影響につい
て関係機関と協議・検討を行っています。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

６ 海水の流れ、水質、底質

①今後、港湾計画の改訂により新たな埋立てや
防波堤の設置を行う場合には、大阪湾の海水の
流れ、水質、水生生物への影響を軽減するため、
代替案について十分検討するよう港湾管理者に
要請すること。

  今後、港湾計画を改訂し、新たな埋立てや防波
堤の設置を行う場合には、大阪湾の海水の流れ、
水質、水生生物への影響を軽減するため、代替
案について十分 検討するよう港湾管理者に要請
します。

 新たな埋立てや防波堤の設置を行う計画はありませ
ん。（次回の港湾計画改訂は令和4年度末を予定）

②大阪市水環境計画に掲げられた事業について
は、関係機関との十分な協議・調整のもとに確実
に実施し、目標が早期に達成できるよう努めるこ
と。

  大阪市水環境計画に掲げられた事業について
は、国への要望を含め関係機関との十分な協議・
調整のもとに確実に実施し、目標の早期達成に努
めます。

  大阪市水環境計画に掲げられた事業については、
国への要望を含め関係機関との十分な協議・調整の
もとに確実に実施し、目標の早期達成に努めていま
す。

③大阪湾の各港湾管理者等と連携して、大阪湾
湾奥部における環境監視を適切に行い、関係
データを整理公開するとともに、海水の流れの変
化による底質予測等を含めた詳細な海域環境を
把握するための予測モデルの開発や水質改善の
ための調査研究を関係機関と協力しつつ推進す
ること。

  大阪湾湾奥部での環境監視については、国及
び湾内の関係各港湾管理者等と情報の交換を行
うなど、必要な協力を実施します。なお、新島地区
埋立事業に伴う海水の流れ、水質汚濁等につい
ては、今後関係機関と協議を行い、監視地点、頻
度等の具体的な内容を定めた事後調査計画を策
定して、着実に実施します。また、調査結果につ
いては、関係機関と協力のうえ、大阪府環境影響
評価条例に基づく縦覧に加えて大阪市公文書公
開条例に従い適切に公開します。なお、海域環境
を把握するための予測モデルの開発や水質改善
のための調査研究については、環境監視結果を
提供するなど関係機関との協力を引き続き進めま
す。

  国や本市を含めた関西圏の行政機関等で構成さ
れる大阪湾再生推進会議では、大阪湾の水質を確認
するため、国・自治体・研究機関などと連携をはかり、
一年の内で最も水質汚濁が懸念される夏場の一日を
定め、一斉に水質調査を実施し、その結果をHP等で
公表しています。また、大阪湾再生推進会議における
大阪湾の水環境の改善対策の検討などに協力して
います。
  新島地区埋立事業に関する事後調査については、
監視地点、頻度等の具体的な内容を定めた事後調
査計画を関係機関と協議のうえ策定・公表し、その計
画に基づき着実に実施しています。
  その結果は、大阪府環境影響評価条例に基づき
縦覧されており、また、公開請求があった場合は公開
します。海域環境を把握するための予測モデルの開
発や水質改善のための調査研究については、環境
監視結果を提供するなど関係機関との協力を引き続
き進めていく予定です。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

④護岸工事の実施に当たっては、垂下式に加え
て自立式の汚濁防止膜を早期に全周展張すると
ともに、濁りの発生を極力抑制する工法を採用す
ること。

  濁りの発生を極力抑制するため、護岸工事の実
施にあたっては、関係機関と調整し、垂下式及び
自立式の汚濁防止膜を可能な限り早期に全周展
張します。
  また、可能な限り濁りの発生を抑制する工法を
検討し、その採用に努めます。

  濁りの発生を極力抑制するため、護岸工事の実施
に先立って、垂下式及び自立式の汚濁防止膜を全
周展張しました。
  また、可能な限り、濁りの発生を抑制する工法を検
討し、その採用に努めます。

⑤浚渫の実施に当たっては、底泥に含まれる有
害物質の調査を適切に行うとともに、底質の暫定
除去基準を超える結果が認められた場合には、
関係機関と協議して適切な対策を講じること。ま
た、濁りによる影響を最小限にするため、濁りの発
生を極力抑制する工法を採用するとともに、汚濁
防止膜を適切に展張すること。

  現在、浚渫工事に先立ち、水底土砂の採取・分
析を実施し、浚渫土砂処分場受入基準に基づき
受け入れの適否を判断していますが、今後も同様
の調査を実施します。また、同調査において環境
庁が定める底質の暫定除去基準を超える結果が
認められた場合には、関係機関と協議して適切な
対策を講じます。さらに、浚渫工事による濁りの影
響を軽減するため、関係機関と協議し、汚濁防止
膜の展張など適切な方策を講じます。

  ２－２区は、浚渫を実施する段階に至っていません
が、浚渫工事に先立ち、水底土砂の採取・分析を実
施し、浚渫土砂処分場受入基準に基づき受け入れの
適否を判断しています。
  ２－１区は護岸建設工事中で、水質への影響を低
減するため、汚濁防止膜を工事実施区域の周辺に展
張しています。

⑥廃棄物処分場及び浚渫土砂処分場からの余水
については、既存施設の現況程度以上の良好な
水質となるように努めること。

  廃棄物処分場からの余水については、既存施
設の現況水質を参考に放流水質の目標値を設定
し、この目標値を上回ることがないよう、必要に応
じて高度処理施設を整備するとともに、維持管理
の徹底に努めます。
  また、浚渫土砂処分場における余水排水につ
いても、放流水質の目標値を設定し、必要に応じ
て処分場内における汚濁防止膜の展張や沈降剤
の散布などを実施し、同目標値の達成に努めま
す。
  なお、これらの目標値は、事後調査計画に位置
づけます。

 平成21年10月より廃棄物の受け入れを開始し、廃
棄物処分場からの余水については、放流水質の目標
値を設定したうえで、事後調査計画書に基づき事後
調査を実施するとともに、維持管理の徹底に努めてい
ます。
 なお、余水については令和元年夏以降放流水の全
窒素（T-N）濃度が上昇し、令和元年12月に管理目標
値に近づいたたため、以降は海域放流を停止して還
流運転を実施しているところです。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

７ 騒 音

①将来、廃棄物搬入施設の近傍に住居等が立地
する場合には適切な防音対策を実施すること。

  将来、廃棄物搬入施設の近傍に住居等が立地
した場合は、十分な状況調査を行ったうえ、防音
対策が必要な場合には、適切な対策を実施しま
す。

  廃棄物搬入施設近傍の立地状況は、環境影響評
価書を提出した時点からほとんど変化していません。

８ 陸域生態系（鳥類）

①工事中は事業地内の鳥類の飛来、営巣、繁殖
の状況を適切に把握し、コアジサシ等の営巣、繁
殖が確認された場合には、営巣地周辺での工事
の実施に配慮すること。

  工事中の環境監視に、事業地内の鳥類の飛
来、営巣、繁殖の状況の現地調査を含めます。ま
た、同調査においてコアジサシ等の営巣、繁殖が
確認された場合には、鳥類への影響を軽減する
ため、可能な限り配慮します。

 現在陸域化している１区護岸においては、定期的な
巡視点検時にコアジサシ等の飛来、営巣、繁殖状況
の確認を行っており、コアジサシの営巣、繁殖が確認
された場合には、作業員への注意喚起等コアジサシ
保護の取組を実施しています。
 なお、土地形成後は、必要に応じ埋立地内でコアジ
サシ等の営巣確認調査を追加します。

②緑地、護岸には多種多様な鳥類が飛来すること
から、緑地、護岸の整備に当たっては、鳥類及び
小動物の生息環境を創造する視点からの適切な
措置を講じること。

  新島地区においては、多様な水生生物の生息
空間を確保する視点から、北護岸等は傾斜構造
を採用していますが、さらに、傾斜護岸背後の緑
地において、鳥類及び小動物の生息環境を創造
する視点から専門家の意見を聞いて、検討を行い
整備を進めます。

  傾斜護岸背後の緑地についての検討の段階に
至っていません。

９ 海域生態系

①指標となる水生生物を選定した上で、産卵の時
期、幼稚魚の生育の時期における現存量等の調
査、夏季における海水の水質、流れ等及び底質
に関する連続調査等を事業実施前から実施し、
新島計画地及び周辺海域の産卵場、成育場の状
況並びに貧酸素水塊の発生機構及び貧酸素が
及ぼす底生生物への影響を十分解明すること。
  また、得られた調査データを広く公開するなど
により、溶存酸素に関する短期予測モデルの開発
に協力すること。

  水生生物の産卵時期、幼稚魚の生育時期にお
ける現存量等の調査及び、夏季における海水の
水質、底質及び流れ等に関する連続調査を、指
標となる水生生物を選定した上で、概ね着工の１
年前から行い、新島地区計画地及び周辺海域の
産卵場、生育場の状況並びに貧酸素の発生機構
及び貧酸素が及ぼす底生生物への影響の検討
に努めます。なお、調査の地点、頻度等の詳細に
ついては、関係機関と協議して作成する事後調査
計画に位置づけます。また、溶存酸素に関する短
期予測モデルの開発については、関係機関等が
実施する検討に対して、必要なデータの提供等、
可能な範囲で協力します。

  概ね着工の１年前からヨシエビ等現存量調査を小
型底曳網、小型地曳網を用いて実施しました。また、
調査の地点、頻度等の詳細については事後調査計
画に位置づけるとともに、護岸建設工事中には底生
生物について、護岸概成時にはヨシエビ等現存量調
査等を実施し、新島地区計画地及び周辺海域の産
卵場、生育場の状況並びに貧酸素の発生機構及び
貧酸素が及ぼす底生生物への影響の検討に努めて
いきます。
  また、溶存酸素に関する短期予測モデルの開発に
ついては、関係機関等が実施する検討に対して、必
要なデータの提供等、可能な範囲で協力していく予
定です。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

10 景 観

①大阪の海の玄関にふさわしい景観系緑地を整
備するため、塩害対策等が確実なものとなるよう植
栽、土壌改良等に関する実験を行うとともに、基本
構想の段階で樹種の選定並びに立体的な土地
造成及び高木植栽の実施等による緑地のボ
リューム感の創出等について検討すること。

  新島地区の緑地については、大阪の海の玄関
にふさわしい景観系緑地とするため、周辺の自然
状況に適合する樹種の選定や土壌の検討、立体
的な土地造成及び高木植栽等による緑地のボ
リューム感の創出についての検討などを早い段階
から行い整備します。

  工事中であり、緑地についての検討の段階に至っ
ていません。

②南港野鳥園においては、自然地と一体となった
野鳥の姿、しぐさ等を観察できることが重要である
ので、後方に視認されるガントリークレーンについ
ては、背後の景色に溶け込む景観となるよう工夫
すること。

  新島地区近傍の大阪南港野鳥園は、多くの野
鳥が飛来しており、これらの野鳥観察などに大き
な影響を与えないよう、新島地区に設置を予定し
ているガントリークレーンの色彩については、背景
と調和のとれた一体感のある景観を創出するよう、
関係機関と協議のうえ工夫します。

  工事中であり、ガントリークレーンの色彩について
の検討の段階に至っていません。

11 廃棄物

①廃棄物処分場跡地の土地利用に当たっては、
覆土厚や施設の建設計画に十分配慮することに
より、掘削による廃棄物の発生を抑制するよう努め
ること。なお、やむを得ず廃棄物が発生する場合
は、適正に処理すること。

  新島地区の廃棄物処分場跡地のインフラ整備
を含む土地利用にあたっては、事業実施時に、覆
土厚を考慮して廃棄物処分場に影響を与えない
ような方策を講じます。また、土地利用により、や
むを得ず廃棄物層を再度掘削する等の場合は、
その時点での関係法令に基づき適正に処理する
とともに、土地利用者にも関係法令の遵守を徹底
します。

  工事中であり、廃棄物処分場跡地のインフラ整備を
含む土地利用の検討の段階に至っていません。

②施設の建設に当たっては、廃棄物の発生の少
ない構造・工法を採用し、廃棄物の発生抑制に配
慮すること。また、港湾施設の利用に当たって、包
装の簡素化及び廃棄物排出後の分別の徹底によ
り、梱包廃棄物の発生抑制及び再生利用に配慮
すること。

  施設の建設に当たっては、廃棄物の発生抑制
に努めるため、施設設置事業者に廃棄物の発生
の少ない構造・工法を採用して整備するよう契約
時等に要請します。また、港湾施設の利用に当
たっては、梱包廃棄物の発生抑制及び再生利用
の推進に努めるため、荷役事業者等に包装の簡
素化及び排出後の分別の徹底を実施するよう要
請します。

  工事中であり、具体的な施設の建設や港湾施設の
利用の段階に至っていません。
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知事意見の内容 事業者の見解 実 施 状 況

12 地球環境

①埋立工事中及び施設の整備に当たっては、Ｃ
Ｏ２排出量の削減を図るため省資源・省エネル
ギーに最大限努力するとともに、太陽光発電、風
や波のエネルギーの利用など自然エネルギーの
利用を推進すること。

  工事中及び施設の整備に当たっては、ＣＯ２排
出量の削減を図るため、実用可能な最新技術を
用いて省資源・省エネルギーに努めるとともに、技
術革新の動向を見据えて、太陽光発電、風や波
のエネルギーの利用など自然エネルギーの利用
についても、可能な限り推進します。

  工事に当たっては、可能な限り省資源・省エネル
ギー施工機器の導入に努めています。

13 その他

①環境影響評価書の作成に当たっては、以下の
事項について準備書に追加又は修正すること。

  ご指摘どおり、環境影響評価書において追加ま
たは修正します。

  環境影響評価書において追加または修正を実施し
ました。

〇大気汚染のバックグラウンド等の予測の修正

〇港湾計画と準備書記載地形による海水の流れ
及び水質についての相違
〇海水の流れ及び水質に関する代替案の検討結
果
〇海水の水質測定に係る最小単位まで表した水
質の濃度変化図及び流速ベクトル変化図とこれに
基づく適切な評価
〇海域生態系の調査、予測及び評価

〇廃棄物及び地球環境の予測及び評価
〇環境影響評価項目毎に調査、予測及び評価の
結果のとりまとめ
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